
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  租特透明化法の適用 

Ｑ：今月決算から、法人が租税特別措置法

の適用を受ける場合には、明細書の添付が必

要だとか。どうなっているのですか？ 

 

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

この取扱いは、平成22年度改正で決まったも

ので、平成23年４月１日以後に終了する事業年

度において、租税特別措置法の適用(たとえば、

中小企業の軽減税率や交際費等の損金不算入

の特例など)を受ける場合には、適用額明細書

を添付しなければならないこととなっていま

す。 

適用額明細書には、適用を受けようとする条

項や番号、適用額のほかに、事業種目や業種番

号等を記載することとなっています。 

e-Taxを利用して申告書を提出している法人

については、適用額明細書についてもe-Taxで

送信できるようになるようです。 

こうして添付された適用額明細書は、平成24

年３月分まで集計されたうえで、財務大臣が報

告書を国会に提出して、租税特別措置として残

すのか、それとも廃止するのかを検討すること

となります。 

なお、適用額明細書の添付がなかった場合で

も、それが故意でない場合には、直ちに租税特

別措置法の適用が認められないという訳では

なく、速やかに提出をすれば認められることと

なっています。 
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